




























































土 木 工 事 施 工 条 件                 

明 示 項 目 明     示     事     項 

工程関係 

 

（施工時間帯） 

 本工事の施工時間帯について、西 5 区 279 号線に関しては、昼間（9 時から 

1６時）、西 5 区 275 号線に関しては、夜間（２２時から翌 6 時）で見込んでい

る。施工時間帯の変更が必要となった場合には別途協議することとしている。 

（工期） 

実質工期は、準備・後片付け期間、検査に要する期間、雨天・休日等を含み、 

1２0 日を見込んでいる。なお、休日等には、日曜日、祝日、年末年始休暇の他、

作業期間内の全土曜日を含んでいる。 

安全対策関係 

 

1 施工にあたっては、通行車両及び歩行者の安全を確保するための必要な策を講

じるものとする。 

2 交通誘導員は、西 5 区 279 号線の舗装工施工時に１日あたり 5 名、西 5 区

27５号線の舗装工施工時に１日あたり８名、区画線工施工時に 1 日あたり 3 名 

配置すること。 

ただし、対象工種の数量の変更や、現場の実状、地元及び関係機関との協議等に

より、配置人員に変更が生じた場合は変更の対象とする。 

３ 工事区域内は、赤色灯等で夜間の安全を確保すること。 

４ 標識類、防護柵等の安全施設類については、現場条件に応じて設置する 

こと。 

建設副産物 

関係 

【西５区２７９号線】 

本工事で発生するアスファルト殻(昼間)については、下記の受入施設に搬出する

こととする。 

受 入 施 設 備    考 

産業廃棄物処分業の中間処

理の許可を有する再資源化

施設のうち、再生アスファ

ルトとして再資源化可能な

施設 

佐伯区五日市港二丁目６－３の「大林道路㈱ 広島

アスファルト混合所」(片道運搬距離４．７km)に

搬出するよう見込んでいるが、「大林道路㈱ 広島

アスファルト混合所」以外の中間処理の許可を有す

る再資源化施設（再生アスファルトとして再資源化

可能な施設）に搬出することを防げるものではな

い。 
 



建設副産物関係 【西５区２７５号線】 

本工事で発生するアスファルト殻(夜間)については、下記の受入施設に搬出する

こととする。 

受 入 施 設 備    考 

産業廃棄物処分業の中間処

理の許可を有する再資源化

施設のうち、再生アスファ

ルトとして再資源化可能な

施設 

佐伯区五日市港二丁目６－１の「前田道路㈱ 広

島合材工場」(片道運搬距離４．４km)に搬出する

よう見込んでいるが、「前田道路㈱ 広島合材工

場」以外の中間処理の許可を有する再資源化施設

（再生アスファルトとして再資源化可能な施設）

に搬出することを防げるものではない。 
 

工事支障物件 

関係 

１ 地下埋設物の支障物件について、関係機関と連絡を取り合い十分協議調整する

こと。 

公害関係 １ 施工にあたっては、公害防止（振動・騒音・粉じん・水質汚濁等）に努める 

こと。 

２ 資機材等の搬出入による公道の路面汚損防止を行うこと。 

施工関係 １．当該路線はバス路線であるが、施工時にはバスの運行に支障のないよう留意

すること。 

２．施工範囲内にある鉄蓋等について、本工事契約後に高さ調整の必要が生じた

場合には、所有者と高さ調整に関する協議を行うものとしているため、本工事

受注者は鉄蓋等の高さ調整を行う工事業者との工程調整に努めること。 

３．本工事の対象工種の数量（延長）の増減や構造変更により数量が変わる場合

は、別途協議するものとする。 

４．切削オーバーレイについて、切削を行った箇所は即日中に舗設を完了させる

こと。 

５．区画線等の復旧が当日施工できない場合には、仮設的処置を行うとともに、

後日本復旧を行うこと。 

６．区画線工については、事前に現況を確認するための測量を行い、監督員の 

確認を受けてから施工すること。 

７．区画線の形態については、広島県広島西警察署との協議により変更が生じた

場合は、別途指示する。 

その他 １．工事内容、工程等については近隣住民への周知徹底を図り、施工中は極力騒音、

振動等の軽減を図ること。 

２．工事の施工にあたり、関係官公署に対する手続き及び指示された事項について 

は、請負者の責任において行うこと。 

３．本工事の積算では、令和７年度土木工事標準積算基準書（令和７年８月版） 

及び令和７年１１月単価を適用している。 




